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厚生労働省年金局事業管理課長

全国建設工事業国民健康保険組合の無資格加入者に対する加入指導等について

全国建設工事業国民健康保険組合(以下「工事業国保組合j という。)の無資格加

入者に対しては、これまで厚生年金等への加入指導等 f以下町日入指導等j とし寸。)

にご尽力いただき、認定による加入手続き等は平成23年6月末までに進めることと

したところでありますが、加入手続きがなされていない事業主があり、 6月末を聞も

念く迎えることから、下記により、認定による加入手続き等を進め未加入者の解消に

努めていただくようお願いいたします。

日い
=
E一日

1 加入指導等における留意事項

届出が遅延したことによる保険料の納付の猶予については、「厚生年金保険料等の

納付の猶予についてJ(平成 23年 5月30日年発 0530第4号)により、納付の

猶予の取扱いを明確化したところであります。

これにより、加入手続きがなされていない事業主から、保険料を一時に納付するこ

とが困難との申し出があり、基準を満たした場合は、納付の猶予が可能であることや、

延滞金について軽減されることなどについても、十分説明を行っていただくようお願

いします。

また、現在交付されている工事業国保組合の被保険者証は、 7月以降使用できなく

なることから、速やかに手続きを行っていただくよう、指導をお願いいたします。

2 工事業国保組合との連携

厚生労働省では未加入事業所の解消のため、これまで工事業国保組合に対しでも指

導をしてきましたが、依然として、加入手続きがなされていない事業主もあることか

ら、工事業国保組合の支部又は出張所からも当該事業主に対して加入勧奨を行うよう

要請しています。

また、工事業国保組合が入手した有益な情報については、出張所等から年金事務所

に対して情報提供いただくこととしていることから、これらの情報を活用し、出張所



等と連携した加入指導等をお願いします。

3 未加入事業所に関する分析・報告

やむを得ず 6月末までに加入手続きが完了しなかった事業所があった場合につい

ては、その理由や着手した進捗状況等を整理し、 7月 15日でに年金局事業管理課あ

てに報告していただくようお願いいたします。



日本年金機構理事長殿

づて・

年発 o5 3 0第 3号

平成 23年 5月 30日

1事出問問
厚生労働省年金局長話空白百

罷山霊
厚生年金保険料等の納付の猶予について

標記について、平成 23年 3月 24日年発 0324第4号にて「災害に係る

厚生年金保険料等の納付の猶予について」の通知を行ったところであるが、今

般、国税通則法第 46条第 2項、同条 3項に規定する納付の猶予について、別

添のとおり「厚生年金保険料等の納付の猶予取扱要領」を定めたので遺漏なき

ょう取り扱われたい。



厚生年金保険料等の納付の猶予取扱要領

厚生労働省年金局事業管理課
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I はじめに

厚生年金保険法第89条、健康保険法第183条、船員保険法第137条並びに児童手当法第22条

第1項の規定により準用する国税通則法第46条に定める納付の猶予には、①納付義務者(厚生年金

保険法第82条第2項、健康保険法第161条第2項、船員保険法第61条並びに児童手当法第20条第

1項に規定する者をいう。以下同じ。)が災害により、その財産につき相当な損失を受けた場合において、

納期限未到来の一定の厚生年金保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料、船員保

険料並びに子ども手当に係る拠出金(以下「保険料等」という。)について認められる納付の猶予(国税

通則法第46条第1項。以下「相当な損失を受けた場合の納付の猶予」という。平成23年3月24日付

年金局長通知)0 )、②納付義務者に、災害を受け、若しくは病気にかかり、又は事業の休廃止をした等

の事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納付義務者がその納付すべき保険料等を

一時に納付することができないときに認められる納付の猶予(同条第2項。以下「通常の納付の猶予」と

いう。)及び③厚生年金保険法第27条、健康保険法第48条、船員保険法第21条ノ21こ規定する届出

(以下「厚年法第27条等による届出」という。)が遅延した場合において、納付義務者がその一定の保

険料与を一時に納付することができない理由があるときに認められる納付の猶予(同条第3項。以下

「届出が遅延した場合の納付の猶予」という。)の3種類がある。

この要領は、上記の納付の猶予のうち、「通常の納付の猶予」及び「届出が遅延したことによる納付

の猶予」をする場合における要件、金額、期間並びに納付の猶予後における滞納処分等について定め

たものである。

E 通常の納付の猶予(国税通則法第46条第2項)

納付義務者が、災害を受け、若しくは病気にかかり、文は事業の休廃止等をした等の事実(以下「猶

予該当事実」という。)があり、猶予該当事実に基づき、納付義務者がその納付すべき保険料等を一時

に納付することができないと認められる場合において、納付義務者の申請に基づき、その納付困難な

金額を限度として、 1年の範囲肉で納付を猶予するものである。

1.納付の猶予の要件

(1)要件

納付の猶予を認めることができるのは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合である。

①納付義務者に猶予該当事実があること。

②猶予該当事実に基づき、納付義務者がその納付すべき保険料等(納期限を経過した保険料

等に限る。)を一時に納付することができないと認められること。

③納付義務者から納付の猶予の申請書が提出されていること。

④「相当な損失を受けた場合の納付の猶予」の適用を受ける場合ではないこと。

⑤原則として、納付の猶予の申請にかかる保険料等の額に相当する担保の提供があること。

(2)納付の猶予を受けることができる者

納付の猶予を受けることができる者は、納付義務者、第二次納付義務者及び保険料等の納付の
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保註人とする。

(3)猶予該当事実

「猶予該当事実」とは、次に掲げる事実をいう。

①納付義務者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難

にかかったこと。(通則法第46条第2項第1号)

「その他の災害」とは、おおむね次に掲げる事実をいう。

ア目 地すベり、噴火、干害、冷害、海流の激変その他の自然現象の異変による災害

イ 火薬類の爆発、ガス爆発、鉱害、交通事故、天然ガス採取等による地盤沈下その他の

人為による異常な災害

ウー 病虫害、鳥獣害その他の生物による異常な災害

②納付義務者(園、地方公共団体及び法人の事業所、事務所以外の事業所、事務所に限るも

のとし、納付義務者と生計を同一にする親族を含む。)が病気にかかり、又は負傷したこと。(通

則法第46条第2項第2号)

③納付義務者がその事業を廃止し、又は休止したこと。(通則法第46条第2項第3号)

「事計を廃止し、又は休止した」とは、法令の規定、公共事業の施行又は業績の著しい悪化

等のやむを得ない理由により、事業の全部又は一部を廃止(転業したものを含む。)又は休止

したと認められることをいうものとするo

④納付義務者がその事業につき著しい損失を受けたこと。(通則法第46条第2項第4号)

「事業につき著しい損失を受けた』とは、調査日(納付の猶予の始期の前日をいう。)前1年間

(以下「調査期間」という。)の損益計算において、調査期間の直前の1年間 (r基準期間」とい

う。)の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる場合をいうものとする。

なお、利益金額又は損失金額の算定は、納付義務者が帳簿等を備えていない場合又は帳

簿等による調査が困難である場合には、納付義務者からの聞き取りを中心にする等その状況

に応じ、妥当と認められる方法により行うものとする。(基準期間において損失が生じている場

合には、調査期間の損失金額が基準期間の損失金額を超えているとき。)

⑤上記①から④のーに該当する事実に類する次のような事実があったこと。(通則法第46条第

2項第5号)

ア 詐欺、横領等があったことにより財産を喪失したこと。

イ 交通事故の損害賠償(使用者責任による場合を含む。)をしたこと。

ウ 公害の損害補償をしたこと。

エ. 納付義務者の取引先等である債務者について、おおむね次に掲げる理由が生じたため、

その債務者に対する売掛金等(売掛金のほか、前渡金、貸付金その他これらに準ずる債

権を含み、また、これらの債権について受領した受取手形のうち割引かれていない部分の

金額及び割引かれているものであっても不渡り等のため買戻しの対象となったものを含む。

以下同じ。)の回収が不能又は著しく困難になったと認められること。(従前に比べて決済

に要する期間が長期化したと認められる場合を含む。)

a. 居所不明文は無財産になったこと

b. 事業の不振文は失敗により休廃業に至ったこと
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C. 企業担保権の実行手続の開始決定があったこと

d. 破産手続開始決定を受けたこと

e. 特別清算の開始決定があったこと

f 法律の定めによる整理手続きによらないが、債権者集会の協議による債権整理の

決定があったこと

g. 手形交換所において取引停止処分を受けたこと

h 災害、盗難、詐欺、横領により財産の大部分の喪失があったこと

i. 会社更生手続の開始があったこと

j 会社の整理の開始があったこと

k. 民事再生法の適用を受けたこと

オ 下誇企業である納付義務者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その

他納付義務者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、

従前に比べ事業の操業度の低下又は売上の減少等の影響を受けたこと。

(4)猶予該当事実と納付困難との関係

①「猶予該当事実に基づき納付することができない」とは、納付義務者に上記(3)に掲げる事

実があったことにより、資金の支出又は損失があり、その資金の支出又は損失のあることが保

険料等を一時に納付することができない原因となっていることをいう。

②「保険料等を一時に納付することができないJ(以下「納付困難」という。)とは、納付義務者に

納付すべき保険料等の全額を一時に納付する資金がないこと、又は資金があっても、それによ

って一時に納付した場合には、事業の継続に著しい支障が生ずると認められることをいう。この

場合において、納付困難であるかどうかは、別添「納付能力調査実施要領」の現在納付能力調

査に基づき判定するものであること。

(5)相当な損失を受けた場合の納付の猶予との関係

「相当な損失を受けた場合の納付の猶予」を受けている納付義務者が被害に起因して、その納

付の猶予期間内に当該猶予に係る保険料等の金額の全部又は一部を納付することができないと

認められるときは、この要領により、通常の納付の猶予を受けることができる。

(6)担保の提供及び徴取

①担保を徴する場合

納付の猶予をする場合には、後記②に掲げる場合を除き、納付の猶予に係る保険料等の額

に相当する担保を徴取しなければならない。

この場合において、納付の猶予に係る保険料等について、滞納処分により差押えた財産が

あるときは、その担保の額は、納付の猶予をする保険料等の額から差押えた財産の価額(当

該財産のうち、保険料等への充当見込み額に限る。)を控除した額を限度とする。

②担保を徴しないことができる場合

次のいずれかに該当する場合には、担保を徴しないこととして差支えない。
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ア.納付の猶予の申請に係る保険料等の額が50万円以下である場合

イ. 担保を徴することができない特別の事情がある場合

「担保を徴することができない特531]の事情がある場合」とは、概ね次に掲げる場合をい

つ。

a. iJ置則法第50条各号(担保の種類)/こ掲げる担保がない場合

例:国債及び地方債、社債、土地、建物等不動産、財団債権、保証人等

b 担保を徴することにより、事業の継続等に著しい支障を与えると認められる場合

ウー 納付委託に係る有価証券の提供により、納付の猶予に係る保険料等につき担保の提

供の必要がないと認められる場合

「必要がないと認められる場合」とは、納付委託を受けた証券の取立てが最近において

特に確実であって、不渡りとなる恐れが全くないため、委託に係る保険料等が確実に徴収

できると認められるとき等をいうものとする。

(注)この場合における、「最近」とは、納付委託を受ける目前概ね6ヶ月以内をいうものとする。

③担保の種類

ア土地

イ 建物、立木、登記される船舶、登録を受けた飛行機、回転翼航空機、自動車並びに登

記を受けた建設機械で保険に付したもの

(注1)保険には、保険料又は共済掛金が月払いのものは含まれない。

(注2)担保財産に付すべき保険の金額は、その担保される保険料等の額を下回って

はならないものとする。

ウ 保証人の保証(金融機関その他の保証債務を果たすための資力が十分であると認めら

れる者等であって、その者の財産及び収入の状況等を総合的に勘案し、その者に対して

滞納処分を執行した場合に、保証に係る保険料等の全額を徴収することが可能であると

認められるかどうかの観点に立って判断するものとする。)

エ 上記アからイ以外で担保として確実なもの

(伊~)

国債及び地方債

・社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)、財団財産

2 納付の猶予をする金額

(1 )納付の猶予をする金額及びその調査

納付の猶予をする金額は、猶予該当事実に基づく支出文は損失の合計額(現在納付能力調査

によって判定した納付困難と認められる金額がその金額を下回る場合には、当該納付困難と認め

られる金額)を限度とする。このため、納付の猶予の申請があった場合には、調査日現在における

猶予該当事実に基づく支出文は損失金額(以下「猶予該当資金Jという。)を把鑓するための調査を

行うものとする。

なお、調査日現在における調査が困難な場合には、適宜調査日現在の状況を推定して差し支え

ない。
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また、納付義務者が帳簿等を備えていないなど帳簿等の調査が困難な場合には、納付義務者か

ら聞き取りを行うなどの方法によって行うものとする。

(2)猶予該当資金の範囲

①共通事項

ア. 猶予該当資金は、原則として猶予該当事実が発生した日から調査日までの期間におけ

るものを認めるものとする。

イ. 後記②に掲げるもののほか、猶予該当事実があったことにより、事業の全部文は一部

の休止を余儀なくされた場合には、当該休止に伴い減少したと認められる利益の額に相当

する金額を認めるものとする。この場合には、後記②において猶予該当事実ごとに掲げて

、ある個々の資金の支出文は損失金額と重複して計算しないものとする。

また、猶予該当資金のうち、通則法第46条第2項各号の2つ以上の事由に該当するも

のがある場合には、それぞれの金額を重複して計算することのないよう取り扱うものとする。

この場合において、いずれの事実に該当するものとして取り扱うかについては、納付義務

者に有利になるよう措置するものとする。

ウ 猶予該当事実に基づき、調査固までに受領した保険金、補償金、賠償金等がある場合

には、その受領した金額を資金の支出又は損失金額から控除する。

ただし、納付義務者が請求することのできる保険金、補償金、賠償金等で調査日までに

受領していないものについては、猶予該当資金からは控除しないものとする。

エ.調査の結果、猶予該当資金がある場合には、その資金の額が前記1の(4)の納付困難

の原因となっているものとして取り扱う。

②猶予該当事実ごとの猶予該当資金の範囲

猶予該当資金として認められる範囲は次のとおりとする。

ア 納付義務者が、その財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又

lま盗難にかかった場合の猶予該当資金は、災害又は盗難に基づく現実の損失金額の合

計額とし、次により計算するものとする。

a. 災害又は盗難を受けた財産が流動資産である場合には、その災害文は盗難による

損失金額、例えば、災害を受けた商品の災害時における再仕入価額又は製造原価に

相当する金額とする。ただし、対象となる商品が膨大である等のため、これによりがた

い場合には、災害文は盗難を受けた時期に近接する時期の財務諸表等に計上されて

いる価額を参考とすること。

b. 災害又は盗難を受けた財産が固定資産である場合には、その財産を原状回復する

ために必要な復旧費の金額又は代替財産を取得するために翻査日までに支出した金

額及び調査日後支出する見込みの金額とする。

c 災害又は盗難に基づいて出費を余儀なくされるもので、例えば災害を受けた財産の

取り壊し費、整理費及び消防費等の出費がある場合には、間接的な損失金額として認

めるものとする。

d. 猶予該当事実が調査日から1年以上前にあり、それに伴って調査日から1年以上前
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に
べ l

に現実に支出した金額があるときは、その金額が借入れによって調達されたことが確

認される場合であって、かつ、その借入金が調査目前1年内に返済され、又は翻査日

後返済され若しくは返済される見込みの場合に限り、その返済された、又は返済見込

みの金額だけを認めるものとする。

イ 納付義務者等が病気にかかり、又は負傷した場合の猶予該当資金は、病気文は負傷

に要する医療費及び病気文は負傷があったことにより支出を余儀なくされる費用で、調査

固までに支出した金額及び調査日後支出する見込みの金額のうち申請に係る納付の猶予

の期間中に支出される見込みの金額とする。

ただし、病気又は負傷が調資日から1年以上前にあり、それに伴って調査日から1年以

上前に現実に支払った金額がある場合には、前記アのdlこ準じて取り扱う。

ウ. 納付義務者がその事業を廃止し、又は休止した場合の猶予該当資金は、事業の廃止

又は休止に基づく概ね次に掲げる金額(調査目前1年以内のものに限る。)とする。

なお、翻査日後支出する見込みの金額がある場合には、その金額のうち申請に係る納

付の猶予期間中に支出する見込みの金額を猶予該当資金として取り扱うものとする。

a. 在庫品の投売等原価を割って売却した場合は、その損失金額

b. 機械、設備等を廃棄又は処分した場合は、その損失金額

C. 売掛金等で回収困難となった金額

d. 従業員を解雇文l立一時帰休させるために支払った退職金文は一時手当等の金額

e. 転業等のためのやむを得ない支出

エ 納付義務者がその事業につき著しい損失を受けた場合の猶予該当資金は、前記1の

(3)の④に掲げる「事業につき著しい損失を受けたこと」による事実の判定方法に応じ、

当該著しい損失に当たるかどうかの認定基準とした金額を超えた部分の損失の額に相当

する金額とする。

オ 納付義務者に災害、盗難又は病気、負傷に類する事実があった場合の猶予該当資金

は、その事実に応じて生じた支出又は損失金額について、前記ア又はイに準じて算定す

る。

なお、売掛金等の回収が不能文は著しく困難になった場合については、調査日におけ

る当該不良売掛金等の金額から、調査日における総売掛金等の金額の 100分の5相当額

を控除した残額に相当する金額とする。

カ 下請企業である納付義務者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その

他納付義務者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、

従前に比べ事業の操業度の低下又は売上の減少等の影響を受けた場合の猶予該当資金

は、当該減少した売上金額等に見合う売上総利益に相当する金額とする。

3.納付の猶予をする期間

(1)猶予期間

納付の猶予をする期間は、 1年以内で、納付の猶予の対象となる保険料等を納付することができ

ると認められる最短期間とする。
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この場合における猶予期間の始期は、納付の猶予の申請書に記載された日とするが、その日が

不適当と認めるときは、jJlJにその始期を指定することができるものとする。

また、具体的な猶予期間及び猶予期間中における毎月の納付予定金額等については、別添「納

付能力調査実施要領」の見込納付能力調査の結果に基づくものとする。なお、猶予期間の始期は、

猶予該当事実が生じた日前に遡ることができない。

(2) 1年以内に完結が見込めない場合の取扱い

納付能力調査の結果、納付の猶予をしようとする保険料等の完納までに要する期聞が1年を超

えると認められる場合において、納付義務者の資力の状況等から判断し、納付の猶予をすることに

より徴収上著しい支障を来すおそれがないと認められるときは、 1年間について納付の猶予を行う

ものとする。

o主)上記により納付の猶予をする場合には、その納付が1年を超える部分の保険料等は、猶予期間の最終日に

納付予定としておくものとする。

(3)猶予期間の延長

猶予期間の延長については、後記官Eに定めるところによる。

E 届出が遅延したことによる納付の猶予(通則法第46条第3項)

厚年法第27条等による届出が遅延したことにより遡及した月分に係る保険料等の納付義務が発生

し、遡及した各月分の保険料等の法定納期限の翌日から起算して1年を経過した月分の保険料等につ

いて、一時に納付することができないと認められるときに納付義務者の申請に基づき、その納付困難な

金額を限度として、 1年の範囲内で保険料等の納付を猶予するものである。

1.納付の猶予の要件

(1 )要件

届出が遅延したことによる納付の猶予を認めることができるのは、次に掲げる要件のすべてに該

当する場合である。

①納付義務者に厚年法第27条等による届出が遅延したことにより遡及した月分の保険料等の

納付義務が発生し、遡及した各月分の保険料等の法定納期限の翌日から起算して1年を経過

した日以後に納入告知書の送達があった場合における当該遡及した月分の保険料等があるこ

と。

(例)新規適用居、資格取得屈が遡及して届出がなされた場合

新規適用届、資格取得届の届出日 平成23年1月15日

新規適用年月日、資格取得年月日 平成21年1月1日

保険料等の納入告知書の送達日 平成23年2月20日

猶予が認められる保険料等月 平成21年1月分から12月分の保険料等

②納付義務者がその納付すべき保険料等を一時に納付することができないと認められること。

③納付義務者から保険料等の納期限(当該保険料等の納入告知書の納付期限)までに納付の
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猶予の申請書が提出されていること。

(注)納付の猶予の申請書が納期限までに提出されなかったことについて、厚生労働大臣がやむを得ない

理由があると認める場合には、納期限後に当該申請書が提出されたときにおいても、納付の猶予を認め

ることができる。この場合における「やむを得ない理由」とは、納付の猶予を納期限までに提出できなかっ

た理由が、震災、風水害等による災害、交通事故等人為による異常な災害があったことその他納付義務

者の責めに帰すことができないと認められるやむを得ない理由をいう。

④原則として、納付の猶予の申請にかかる保険料等の額に相当する担保の提供があること。

(2)納付の猶予を受けることができる者

届出が遅延したことによる納付の猶予を受けることができる者は、納付義務者、第二次納付義務

者及び保険料等の納付の保証人とする。

(3)納付図難

「保険料等を一時に納付することができないJ(以下「納付困難」という。)とは、納付義務者に納付

すべき保険料等の全額を一時に納付する資金が無いこと、又は資金があっても、それによって一

時に納付した場合には、納付義務者の事業の継続文は生活の維持に著しい支障が生ずると認め

られることをいう。この場合において、納付困難であるかどうかは、別添「納付能力調査実施要領」

の現在納付能力調査に基づき判定するものとする。

また、納付困難な金額の判定に当たっては、資格取得届等の届出が遅延したこととの因果関係

を考慮する必要はないことに留意する。

(4) 担保の提供及び徴取

担保の提供及び徴取については、 Eの1の(6)と同械である。

2 納付の猶予をする金額

納付の猶予をする金額は、調査日現在において納付困難と認められる金額とする。(前記1の(3)

「納付困難」参照。)

3 納付の猶予をする期間

(1)猶予期間

納付の猶予をする期聞は、 1年以内で、納付の猶予の対象となる保険料等を納付することができ

ると認められる最短期間とする。この場合における猶予期間の始期は、納付の猶予を受けようとす

る保険料等の納期限の翌日とする。

また、具体的な猶予期間及び猶予期間中における毎月の納付予定金額等については、別添「納

付能力調査実施要領」の見込納付能力調査の結果に基づくものとする。

(2) 1年以内に完結が見込めない場合の取扱い

見込納付能力翻査の結果、納付の猶予をしようとする保険料等の完納までに要する期間が1年
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を超えると認められる場合において、納付義務者の資力の状況等から判断し、納付の猶予をする

ことにより徴収よ著しい支障を来すおそれがないと認められるときは、 1年聞について納付の猶予

を行うものとする。

(l主)上記により納付の猶予をする場合には、その納付が1年を超える部分の保険料等は、猶予期間の最終日に

納付予定としておくものとする。

(3)猶予期間の延長

猶予期間の延長については、後記官Eに定めるところによる。

lV納付の猶予後における滞納処分等

1 督促及び滞納処分の禁止

納付の猶予の期間中は、その猶予に係る保険料等について、新たに督促及び滞納処分をすること

ができない。

ただし、交付要求(参加差押書による交付要求を除く。)は、猶予期間中であってもすることができる

ものであろこと。

2 滞納処分の禁止の例外

納付の猶予に係る保険料等につき差押をした財産のうち、天然果実を生ずるもの又は有価証券、

債権若しくは第三債務者等のある無体財産権等があるときは、その取得した天然果実又は第三債務

者等から給付を受けた財産のうち金銭以外のものにつき、滞納処分を執行し、その換価代金等をそ

の猶予にかかる保険料等に充てることができる。

なお、第三債務者等が任意に履行しない場合においては、第三債務者等に対して、支払い命令の

申立て、強制執行等による強制的な履行は猶予期間中、原則として行わないものとする。

3.差押えの解除

納付の猶予をした場合において、その猶予に係る保険料等につき、既に滞納処分により差押えた

財産があるときは、その納付義務者の申請に基づき、差押えを解除することができる。

差押えを解除することができるのは、概ね次に掲げる場合である。

(1 )担保の価額と差押財産の処分予定価額との合計額が納付の猶予に係る保険料等の金額を著

しく超過することとなった場合

(2)差押えを継続することにより、納付義務者の事業等の継続又は生活の維持に著しい支障があ

ると認められる場合

(3)納付委託に係る有価証券の提供により、納付の猶予に係る保険料等の徴収が確実であると認

められる場合

(4)納付の猶予に係る保険料等の額が比較的少額で、かつ、納付義務者の誠意及び資力の状況

等から判断して、差押えを解除することとしても徴収上支障がないことが明らかであると認められ

る場合
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4 時効の停止

納付の猶予に係る保険料等の徴収権の時効は、その猶予がなされている期間内は進行しない。

v 納付の猶予の申請手続き

納付義務者が納付の猶予を受けようとする場合には、所要の事項を記載した「厚生年金保険料等の納

付の猶予申請書J(猶予様式第1号)を年金事務所長に提出し、日本年金機構(以下「機構」という。)ブロ

ック本部、機構本部(以下「機構本部等」という。)を経由して厚生労働大臣に申請する。

1.申請書の記載事項

申請書には、次の事項を記載しなければならない。

(1 )保険料等の年度、月分、納期限、科目及び保険料等の金額

(2) (1)の保険料等のうち納付の猶予を受けようとする金額

(3)納付の猶予を受けようとする期間

(4)納付の猶予を受けようとする理由

(5)猶予期間中における納付計画

(6)猶予を受けようとする金額が50万円を越える場合には、提供しようとする担保の種類、数量、

価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)、そ

の他担保に関して参考となるべき事項又は担保を提供することができない特別の事情

2 申請書の添付書類

(1 )担保提供書文は保証人による納付保証書

(2)納付能力調査のため必要となる帳簿類の写し

(例:決算書、総勘定元帳、毎月の資金繰表等)

(3) r届出が遅延したことによる納付の猶予」の申請をやむを得ない理由により、その保険料等の納

期限後に行う場合には、その理由書

(4)不動産を担保とする場合は、不動産登記簿謄本及び印鑑証明書(3ヶ月以内)

3 納付の猶予の申請があった場合の年金事務所の事務処理

(1 )申請書の審査等

年金事務所長は申請書を受付した場合には、速やかに記載内容及び添付書類を確認し、別添

「納付能力調査実施要領JIこより現在納付能力調査及び見込納付能力調査を行う。

年金事務所長は、納付能力調査の調査結果及びこれまでの納付督励の経緯等を総合的に勘案

し、納付の猶予の申請についての所見を申請書に記載し、申請書、添付資料、滞納処分票の写し

及び保険料収納状況照会回答票(届書コード 060-1)等参考となる資料を添えて、機構ブ‘ロック本

部へ送付する。なお、申請書の写しを作成し滞納処分票に挟み込むなどの方法により保管してお〈

こと。

機構ブロック本部I立、申請書等の内容確認を行うものとする。

(2)納付の猶予の審査結果の納付義務者への通知
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①納付の猶予を許可した場合には、猶予に係る保険料等の年度、科目、猶予する金額、猶予

する期間等を記載した「厚生年金保険料等の納付の猶予許可通知書J(猶予様式第2号)を機

構本部等を経由して年金事務所へ送付するので、内容を確認し、オンラインシステムへの入力

等必要な処理を行った上で納付義務者に通知する。

なお、上記の通知は、保証人及び担保財産の権利者(納付義務者を除くロ)にも通知するも

のとする。

②猶予が不許可となった場合には「厚生年金保険料等の納付の猶予不許可通知書J(猶予様

式第3号)を機構本部等を経由して年金事務所へ送付するので、内容を確認し納付義務者に

通知する。

③「厚生年金保険料等納付の猶予許可(不許可)通知書」は、写を作成し申請書の写とあわせ

て滞納処分票に挟み込むなどの方法により保管しておくこと。

(3)納付の猶予整理簿への記載

年金事務所は、申請のあったすべてについて「納付の猶予整理簿J(猶予様式第4号)に記載し

進捗管理する。

なお、 1年以内に完納が見込めないため猶予期間の最終日に完納予定として納付の猶予をした

事案については、後記官Eの1の(2)において、延長の適否に係る調査を行うこととしているので、猶

予整理簿の備考欄にその旨を記載しておくこと。

(4)担保の提供及び微取手続き

①担保の提供は、厚生労働大臣に対してなされるものであるが、担保の徴取手続き及び管理

は、年金事務所長が行う。年金事務所長は、担保及び関係書類を徴取した場合には、「担保整

理簿J(猶予様式第5号)1こ記載し、その事践を明らかにしておくものとする。

なお、不動産等の登記が必要な場合については、「厚生年金保険料等の猶予許可通知書J

の到達をもって、登記等の保全手続きを行う。

また、担保を徴収した場合には、速やかに「担保徴収手続完了報告書J(猶予様式第6号)1こ

より、機構本部等を経由して年金局事業管理課に報告するものとする。

②担保の徴取にあたっては、次に留意するものとする。

ア 担保は、なるべく処分が容易で、かつ、価額の変動のおそれが少ないものから、提供さ

せるものとする。

イ.担保は、その担保に係る保険料等が完納されるまでの延滞金及び担保の処分に要する

費用をも十分に担保できる価額のものでなければならない。

③担保の評価は、担保の種類に応じ、次により行なうものとするが、当該財産ょに既に担保権

が設定されているときは、その被担保債権の額を控除する。

なお、担保の価額を評価する場合における時価は、客観的な市場価格による。ただし、徴収

上弊害がないと認められるときは、相続税若しくは固定資産税の課税標準となる評価額又は

最近における財務諸表に計上されている価額等を参考として、推定するものとするロ

ア. 土地、建物等(以下「不動産等」という。)(建物等については、保険に付されたもの。)
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不動産等については、時価の7割以内において担保提供期間中の予想される価値の減

耗等を考慮した金額とする。

(注1) r建物等」とは次に掲げるものを言う。

①建物②立木③登記される船舶④愛録を受けた飛行機⑤登録を受けた回転翼航空機

⑥登録を受けた自動車②登記を受けた建設機械

(注2) 質権設定に記載する質権者は、東京都千代田区霞が関1-2-2国代表者厚生労働大

巨 0000と表記する。 (0000は当該質権設定時点の大臣名とする。)

イ. 国債

国債の額面金額(証券が発行されていない場合は、登録金額)とする。ただし、割引の方

法によって発行された国債で、担保として提供する日から5年以内に償還期限の到来しな

いものは、当該国債の発行価額と額面価額との差額を発行の日から償還の固までの年数

(1年未満の端数lま切捨てる。)をもって除して得た金額に発行の日から担保として提供す

るまでの年数(1年未満の端数は切捨てる。)1こ4を加えた数を乗じて算出した金額をその

発行価額に加算した金額とする。

ウ.地方債、社債その他の有価証券

地方債、社債その他の有価証券については、時価の8割以内において担保の提供期間

中に予想される価額変動を考慮した金額とする。

④担保の種類ごとの徴取手続きは、次によるものとする。

アー 担保の徴取にあたっては、後記イに掲げる担保の種類に応じて提出を要する書面のほ

か、次の書類を併せて提出させるものとする。

a目 「担保提供書J(猶予様式第7号)

b. 第三者の所有財産を担保とする場合には、担保を提供することについてのその第三

者の承諾の文言が記載されている担保提供書及び印鑑証明書

c 担保が、法人の所有物である場合には、代表者の資格を証する書面及び印鑑証明

書

(注)担保提供害には、保証人の保証書を徴取する場合を除き、所定の金額の印紙税が課される

ことに留意する。(印紙税法第7条)

イ 担保の種類に応じて提出を要する書面は次による

a 国債、地方債、社債及びその他の有価鉦券(後記blこ掲げるものを除く。)について

は、納付義務者に国債、地方債及びその他の有価証券を供託させ、その供託書正本

を担保提供書に添付して提出させる。

なお、納付義務者が上記の証券を供託する場合の手続は、次のとおりである。

.納付義務者は、供託書正副2通を作成し、供託所に提出し、供託官から供託を受理

する旨等を記載した供託書正本及び供託有価証券寄託書の交付を受ける。

納付義務者は、供託官から交付を受けた上記の書類に、供託有価証券を添えて日

本銀行に納入し、日本銀行から供託物を受入れた旨を記載した供託書正本の返還

を受ける。

(注1)供託は、なるべく担保の提供を受けるべき年金事務所の所在地にある供託所にさせるも

14 



のとする。

(注2)供託書に記載する供託先は、東京都千代田区霞が関1-2-2国代表者厚生労働大

臣 0000と表記する。 (0000は当該供託時点の大臣名とする。)

b. 登録国債、登録地方債及び登録社債については、納付義務者に、登録した機関か

ら交付を受けた登録国債担保権登録済通知書文は担保権登録済証を担保提供書に

添付して提出させる。

c 不動産等については、納付義務者に抵当権設定登記承諾書及び印鑑証明書等の

必要書類を提出させる。

d. 保証人の保証については、保証人が作成した「納付保証書J(猶予稼式第B号)を提

出させる。なお、納付保証書には、個人保証の場合には直近の所得証明書、印鑑証

明書、財産目録書、法人による保証!こあっては、直近の決算書及び代表者の資格を

証する書面及び印鑑証明書を添付させる。

(注)納付保証書lこは印紙税法第7条に定める所定の金額の印紙税が課せられることに留意する。

9. 担保に付されている保険については、その保険金請求権に対して質権を設定するも

のとする。

(注)保険料または共済掛金が月払いのものは除く。

(5) 督促状の取扱い

納付の猶予の申請がなされた納付義務者に対し督促状が社会保険オンラインシステムにおい

て作成された場合は、納付の猶予の結果が確定するまでは送付を行わないため引き抜きを行

つ。

督促状の対象となる保険料等については、指定期限を経過した後に滞納処分票が作成される

ので、引き抜いた督促状とともにファイル等により管理する。

審査の結果、不許可となった場合については、督促状の再作成を行い、指定期限を設定のうえ

速やかに送付を行う。

なお、納付の猶予の申請日以前に督促状が作成され送付されている場合には、特段の対応は

必要がないものであること。

羽納付の猶予の取消し文は猶予期間の短縮

1猶予の取消し又は猶予期間の短縮の要件'

厚生労働大臣は、納付の猶予を受けた者が次に該当する場合!立、その猶予を取り消し又は猶予期

間を短縮することができる。

(1)厚生年金保険法第85条、健康保険法第172条、船員保険法第62条ノ4並びに児童手当法第2

2条による繰上徴収をすべき事由が生じ、納付義務者が納付の猶予に係る保険料等を猶予期間内

に完納することができないと認められるとき

(2) 猶予期間中に新たに発生した保険料等が納期限までに納付されないとき。ただし、新たに発生し
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た保険料等を納期限までに納付できなかったことについて、やむを得ない事情があると認められる

とき、又は、猶予を受けている者がその滞納に係る保険料等を、概ね1ヶ月以内に納付できると認

められるときはこの限りではない。

(注1)猶予期間中に新たに発生した保険料等が滞納となったと吉には、既になされている猶予が取消されない

ときに限り、猶予の対象とすることができる。この場合において、その滞納に係る保険料等が猶予の要件に該

当するときは、既に猶予している保険料等と切り離し、別個の猶予として処理する。

(注2)猶予期間中において、納付計画に従い分納することとした場合には、当該分納額の不履行のみを理由と

して通則法第49条第1項第2号の規定により取消しをすることはできないことに留意する。

(3) 前記(1)から(2)の場合のほか、納付の猶予を受けた者の財産の状況、その他の事情の変化に

よりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき

(注)r財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないJとは、猶予期間内に資力が

増加したことにより、改めて納付能力調査を行った結果、猶予した保険料等について納付可能な状態になった

こと、違反行為により事業の免許を取り消されたこと等により、その猶予を継続することが適当でない暢合をい

つ。

2 猶予取消し又は猶予期間の短縮の手続き

(1 )弁明の聴取

年金事務所長は、上記1の(1)から(3)のいずれかに該当したことにより、納付の猶予を取消し、

文は猶予期間を短縮することが適当と認められるときには、納付の猶予を受けている者に対し弁明

の聴取を行い、弁明結果及び猶予取消し又は猶予期間の短縮に関する年金事務所長の所見を機

構本部等を経由して年金局事業管理課に報告(任意様式)を行うものとする。

機構ブロック本部l立、年金事務所から送付された関係書類の内容確認を行うものとする。

なお、その者が、繰上徴収をすべき事由に該当したとき、正当な理由なくその弁明をしないときは、

弁明を聴取することなく猶予取消し又は猶予期間の短縮をすることができる。

(l主1) r正当な理由なく弁明しない」とは、災害、病気による入院等納付の猶予を受けている者の責に帰さないや

むを得ない事情がないのに弁明しない場合をいう。

(注2) 弁明は、口頭又は書面のいずれによってもよいが、口頭による場合には、その事践を明確に記録するもの

とする。

(2) 納付義務者等への通知

納付の循予を取り消し、又は猶予期間を短縮したときは、それぞれの通知書(猶予篠式第9号、

第10号)を機構本部等を経由して年金事務所長に送付するので、年金事務所長は、内容を確認し

納付義務者に通知する。また、この通知は、保証人及び担保財産の権利者にも行う。

なお、年金事務所においては、当該通知書の写を作成し保管しておくこと。

(3) 猶予取消し又は猶予期間の短縮の効果

納付の猶予の取消し、又は猶予期間の短縮は、取消し等の事由が生じたことによって、将来に向
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って又は短縮された期間後の猶予処分を撤回するものであるから、取消し等の効果は、猶予の始

期までさかのぼるのではなく、取消し処分後(猶予期間の短縮にあっては、短縮された期間満了

後)、その効力を生ずる。

(注1)納付の猶予を取消した場合は、原則、取消し目以後の期間に対応する延滞金の納付義務は免除しない

が、取消し時までの延滞金は全額又は一部を免除する。

(注2) 納付の猶予を取消した場合は、取消し時以降、当該取消しにかかる保険料等を直ちに徴収することがで

きる。

(j主3) 納付の猶予を取消した後の滞納処分にあたっては、督促状を発していない月分については、これをした

後でなければ差し押えをすることができない。

四納付の猶予の期間の延長

1.猶予の期間の延長をする場合

猶予を受けている者は、下記(1)に掲げる猶予期間の延長の事由がある場合には、厚生労働大臣

の許可を受けて猶予期間の延長をすることができる。

(1 )猶予期間の延長の事由

猶予を受けている者が、猶予期間内に猶予に係る保険料等を納付できなかった場合で、その納

付ができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、猶予期間の延長を

することができる。

なお、「やむを得ない理由」とは、納付することができない理由が、猶予を受けている者の実に帰

することのできない理由をいい、具体的には概ね次に掲げる場合をいう。

①納付の猶予にあたっての見込納付能力調査において、収入予定としていたものが、取引先等

の都合により実現しなかったこと等により、推定した納付可能資金を下回ったために、納付資

金の手当てができなかったと認められるとき。

②納付の猶予にあたっての見込納付能力調査において、予測していなかった事業の継続又は

生活の維持上不可欠の支出があったため、猶予に係る保険料等の納付ができなかったと認め

られるとき。

③納付の猶予にあたっての納付能力調査の結果、猶予にかかる保険料等の完納までに1年を

越えると見込まれた場合において、納付の資力が、見込納付能力調査において推定したところ

と概ね同様の状態で推移していると認められるとき。

(2)猶予期間の延長の申請

①納付の猶予を受けている者が猶予期間の延長を申請しようとする場合には、猶予期間内に

次の事項を記載した「厚生年金保険料等の納付の猶予期間延長申請書J(猶予様式第11号)

を年金事務所長に提出し、機構本部等を経由して厚生労働大臣に申請する。

申請書は、年金事務所長において内容の審査を行い、機構ブロック本部において内容確認

を行うものとする。また、年金事務所においては、申請書の写しを作成し保管しておくこと。

ア. 猶予期間の延長を受けようとする保険料等の年度、種別、納期限及び保険料等の金額
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イ. 猶予期間の延長を受けようとする理由及びその期間

ウー 猶予期間の延長を受けようとする期間中における納付計画

エ 提供しようとする担保の種類、数量及び所在、又は担保を提供することができない特別

の事情など担保に関する事項

② 1年以内に完納が見込めないため猶予期間の最終日に完納予定としているものについては、

猶予期間終了前おおむね1ヶ月以内に、年金事務所長は、適宜の方法で猶予を受けている者

と接触し、延長の適否につき確認を行うものとする。

③年金事務所長は、猶予期間の延長の申請がなされたときには、見IJ添の納付能力調査の結果

を踏まえ、延長の申請に対する所見を申請書の所要の欄に記入することロ

2 延長期間

延長できる期間は、それぞれの猪予ごとに、既に猶予している期間と併せて2年を超えない期間とす

る。この場合における具体的な猶予の延長期間及び延長期間中における毎月の納付予定金額等につ

いては、見込納付能力調査を行い、その結果を基に定めるものとする。

3.猶予期間の延長等の通知

(1 )猶予期間の延長許可の通知

猶予期間の延長を許可するときは、延長にかかる保険料等の年度、種類、納期限、保険料等の

金額及び延長期間等を記載した、「厚生年金保険料等の納付の猶予延長許可通知書J(猶予様式

第12号)を機構本部等を経由して年金事務所に送付するので、内容を確認し、オンラインシステム

への入力処理等必要な処理を行った上で納付義務者に通知する。なお、許可通知書は写を作成し

保管しておくこと。

(2)猶予期間の延長不許可の通知

納付期間の延長を認めないときは、「厚生年金保険料等の納付の猶予期間延長不許可通知書J

(猶予様式第13号)を機構本部等を経由して年金事務所に送付するので、内容を確認し、納付義

務者に通知する。なお、不許可に係る通知書は写を作成し保管しておくこと。

四納付の猶予の期間満了後の事務処理

1 督促状の発行

納付の猶予の期間満了までに、猶予した月分の保険料等の納付がなされない場合には、猶予期

間経過後にオンライン入力処理により督促状を発行し、担保の処分又は滞納処分を行う。この場合、

地方厚生(支)局長から滞納処分等の認可を受けてない月分の保険料等がある場合は事前に認可

の承認を受ける必要があることに留意すること。

なお、既に管促状を送付している場合には、再度督促状を送付する必要はないこと。

2 担保の処分

(1 )担保財産処分の要件
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年金事務所長は、次に掲げる場合には、その担保として提供された財産を、滞納処分の例により

処分してその保険料等及び当該財産の処分費に充て又は保誼人にその保険料等を納付させるも

のとする。

①納付の猶予を受けた者が、その猶予に係る保険料等をその猶予の期限までに納付しないと

き

②担保が提供されている保険料等について、納付の猶予を取消したとき

(2) 担保財産の処分

担保財産の処分は、国税徴収法第5章(滞納処分)Iこ規定する滞納処分手続その他滞納処分に

適用される法令の定めるところにより行うものとする。

この取扱いにあたっては、次の事項に留意するロ

①担保財産の処分は、担保財産を差押えることにより行う。ただし、督促状を発行していない月

分がある場合には、歳入徴収官に対し発行に係る確認依頼を行うとともに、地方厚生(支)局

長に対し滞納処分の認可申請を行う。督促状の指定期限まで‘に納付がなされない場合には速

やかに差押えを執行する。

この場合、供託した有価証券については、供託規則の定めるところにより還付を受けた後、

差押えを行い、換価手続又lま債権取立手続をとるものとする。

②抵当権の設定後、滞納者から第三者に担保財産が移転している場合又は、その担保財産の

所有権が第三者にある財産を物上保証とした場合の滞納処分の例による差押えは、その所有

権者である第三者を相手方として行う。

この場合、滞納者の担保財産と第三者の担保財産とがある場合には、第三者の担保財産の

処分は、滞納者の担保財産の処分をした後に行う。

③滞納処分の充当において、「滞納処分賛」とは、担保財産を処分する場合の差押手続及び換

価手続文は債権取立手続に関して要した費用をいう。

(3) 納付義務者の他の財産の処分

年金事務所長は、差押えによって担保の処分をするときは、担保として提供された財産の処分の

代金を徴収すべき保険料等及びその処分費に充ててもなお不足があると認めるときは、滞納者の

他の財産について滞納処分を執行する。

(4) 保証人からの徴収手続き

納付の猶予の担保として保証人がある場合において、その保証人に、その担保されている保険

料等を納付させる場合は、次による。

①歳入徴収官は、保証人に対し「納付通知書J(猶予様式第14号)による告知をする。この納付

通知書には、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載するが、納付

の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して、 1月を経過する日とする。

(注1)納付通知書を送付するときは、納付書(保証人あてとし、保証人の住所・氏名を記載し、滞納者の保

険料等である旨を明記する。)を添付することとし、当該納付書により納付させる。
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(注2)納付通知書による告知の事務は、歳入徴収官の確認を経て年金事務所長が行う。

(注3) 納付義務者に対して、「保証人に関する通知書J(猶予様式第15号)を送付するロ

②歳入徴収官は、保証人がその納付すべき保険料等を納付通知書の指定した納期限までに完

納しないときは、繰上げ徴収をする場合を除き、その保証人に対して、「納付催告書J(猶予様

式第16号)1こより、支払期限(10日を経過した臼)を記載して、その納付を督促する。この場合

の納付催告書は、納付通知書の納付期限から50日以内に発する。

(注)納付催告書による催告の事務は、歳入徴収官の確認を経て年金事務所長が行う。

(5) 保証人に対する滞納処分

年金事務所長は、保証人が納付すべき金額を納付催告書を発した白から起算して10日を経過

した固までに完納せず、かっ、滞納者の財産について滞納処分を執行してもなお不足があると認

めるときは、地方厚生(支)局長による滞納処分等の認可を受けたうえで、保証人に対して滞納処

分(交付要求及び参加差押を含む。)を執行するものとする。この場合、保証人に対する滞納処分

票を作成し管理するものとする。

また、保証人に保険料等を納付させる場合において、納付の猶予の要件に該当するときは、納

付義務者に準じて納付の猶予を申請することができる。

なお、保証人に繰上徴収を行うことができる要件に該当する事由が生じたときは、同械に繰上徴

収をすることができる。保証人についても納付委託の方法により納付させることができる。

(注) r滞納処分を執行してもなお不足があると認めるとき』とl土、保証人に対して滞納処分を執行しようとする

とき、納付義務者に帰属する財産で滞納処分により徴収できるものの価額が、納付義務者の有する保険

料等の総額に満たないと認めることをいう。

(6) 保証人の財産の換価の制限

保証人に対して滞納処分を執行する場合には、年金事務所長は、納付義務者の財産を換価に

付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付すことができない。

なお、この取扱いにあたっては、次に留意すること。

①保証人の財産の売却決定は、納付義務者の財産を公売した日(随意契約により売却する場

合には、その売却をする日)の翌日以降に行う。ただし、保証人の財産の価額が著しく減少す

る恐れがあるとき(不相応な多額の保存費を要するときを含む)は、この限りではない。

②第三者に帰属する担保財産がある場合における保証人の財産の換価は、なるべく、その担

保財産を換価に付した後に行う。

③債権の取立てについては、保鉦人の財産の換価の制限は適用されない。

1X延滞金の免除

納付の猶予をした場合には、通則法第63条の規定により、猶予された期間に対応する延滞金の納付

義務の全部又は一部について、免除が行われる。

1 通則法第46条第2項第1号、第2号若しくは第5号(前記Eの1の(3)の⑤のアからエに限る。)の規
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定による納付の猶予

(1)免除対象期間

当該猶予した期問。ただし、当該猶予をした期間中に猶予の取消しの原因となる事実が発生した

場合には、その事実が発生した日以後の期間を除くものとする。

なお、猶予該当事実が猶予期間の始期前にあるときは、当該事実の発生した臼(その日が納期

限前であるときは、納期限)の翌日から起算し猶予期間の始期の前日までの回数を上記の期間に

算入して差し支えない。ただし、その通算した期聞は、 2年を超えることはできない。

また、督促を行っていない保険料等については、延滞金の納付義務は生じないことに留意するこ

と。

(2) 免除金額

当該猶予に係る保険料等の延滞金のうち、前記(1)の免除対象期間に対応する部分の延滞金

の金額の全額とする。

2.通則法第46条第2項第3号、第4号、第5号(前記Eの1(3)の⑤のオに限る。)又は第3項の規定に

よる納付の猶予

(1)免除対象期間

当該納付猶予をした期間のうち、納期限の翌日から起算して3月を経過する日後の期間。

ただし、当該猶予した期間中に猶予の取消の原因となる事実が発生した場合には、その事実が

発生した日以降の期間を除くものとする。

また、督促を行っていない保険料等については、延滞金の納付義務は生じないことに留意するこ

と。

(2)免除金額

当該猶予に係る保険料等の延滞金のうち、前記(1)の免除対象期間に対応する部分の延滞金

の金額の2分の1に相当する金額とする。
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申請様式等

猶予様式第 1号厚生年金保険料等の納付の猶予申請書

猶予様式第 2号厚生年金保険料等の納付の猶予許可通知書

猶予様式第 3号厚生年金保険料等の納付の猶予不許可通知書

猶予様式第 4号納付の猶予整理簿

猶予様式第 5号担保整理簿

猶予様式第 6号担保徴収手続完了報告書

猶予様式第 7号担保提供書

猶予様式第 8号納付保証書

猶予様式第 9号納付の猶予取消通知書

猶予様式第10号納付の猶予期間短縮通知書

猶予様式第11号厚生年金保険料等の納付の猶予期間延長申請書

猶予様式第12号納付の猶予期間延長許可通知書

猶予様式第13号納付の猶予期間延長不許可通知書

猶予様式第14号納付通知書

猶予様式第15号保証人に関する通知書

猶予様式第16号納付催告書
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猶予様式第1号

厚生年金保険料等の納付の猶予申請書

平成 年 月 日

厚生労働大臣 殿

国税通ftlJ法第46条第2項 (3項)の規定により、下記のとおり厚生年金保険料等の納付の猶予を巾訪します。

事業所の記号訴号

住所(所在)

品i'i
者

氏名(名林) @ 

電話番号

年度 月分 納期11股 匝J!:f;!t保険料
厚生年金 pzht手当

延 I貯金 滞納処分校 um 考
(tjl:ll~料 拠出金

{果 阿 同 同 11>1れによる合前同 法律による金制円

l¥!it 
事ト M n 

等
H n 

上記のうち納付の猶予を
受けようとする金傾

納付の猶予を
受けようと 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

するJUJllfJ

納付の猶予を
受けようと
する理由

J且1呆

{~月日 金額 年月日 金傾 '1三月日 金制 耐ii考

納付言十岡

※年金事務所記入欄

絵里1¥係議記年月日

通知11F発出年月日

円

円

円

円

平成年月日

平成年月日

印

印
i:si寸11;:)賀
Oをつける

円

円

円

円

円

円

円

円

月日

j:l1 (早提供者
納N(~，副 i!I:

FD 



猶 予様式第2号

厚生年金保険料等の納付の猶予許可通知書

平成 年 月 日

住 所

事業所名 殿

厚生労働大臣 印

平 成 年 月 日付けで納付の猶予申請のあった厚生年金保険料等については、下記の通り許可しましたから

国税通則法第47条~1項の規定により通知します。

事業所の記号番号

申 住所句 庁在)
E-2，1B4 Z 

者

氏名(名称) @ 

年 i克 月分 市内JPIIIN 員trJ;li保険料
厚 生 年 金 児 Iii手当

延滞金 滞納処分狩 ~IIJ ー考
保険料 j処出金

現9
同 同 円 WiI¥による仇制円 WII¥による金制円

予

す
H H 

る
保 M " 
I(y'; 
料 M H 

等

M n 

猶 予wllln 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

担保

年月日 金納 年月日 金額 年月日 金制 侃i考

円 円 円

納付計画
円 円 円

円 円 円

円 円 円

五百正がこの証互に不服があるときは、こ6 許可否長けた日の盟白から起耳して60日以内匡:削m，l<lff干耳石弔Z互平盃再扇NIこ州喝副司王在喜市夜事責蚕
CJK京都千イセ同区間がl剖1-2-2厚生労働古内)に対して官克制求を、児古手当拠出金にかかるものは厚生古同首<m京都千代田区間が閲1ー2-2)に対して児踊'1'
立てをすることができます.
なお、この許可の!制自の昨えは一帯主nrp どの般iJt::;{は見続'1' 立てに対する決定(以下 rl&tJ~等J という. )を経たfをでなb官、1ft坦できませんが、官克制求又は見議申

立てがあった日から3か月会経過しても削怖がなb吐きや、 許可の執行持による苦C¥、m;揮を世けるため鼎;百円必曜があるとき、その他正当な理由があるときは、胤と
却を経なくても舵起できj'-t.この訴えは、成快等の送連合畳けた自の哩白から岨草して6か月以内に、因企世世(代克者は法荷大臣)として鮎起できます.ただし、原則と
して、般m等のH均、ら1年を経過すると昨えを舵起できませんa



猶予様式第3号

厚生年金保険料等の納付の猶予不許可通知書

平成 年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 ⑮ 

平成 年 月 日付で納付の猶 予 申 請 の あ っ た 厚 生 年 金 保 険 料 等 に つ い て は 、 下 記 の 理 由 により

許可できません。国税通則法第47条第2項の規定により通知します。

申
住所(所在)

請

者
氏名(名称)

年 度 月分 納 期 限 健康保険料
厚生年金 児 童 手 当

延 滞 金 滞 納 処 分 費 備 考
納

保険料 拠出金

付
阿 門 同 法律による金額円 法律による金額円

猶

予
M 11 

申

請 H 11 

保

険 11 M 

料

等
H M 

不
許

可

理

由

あなたがこの 亙置互 に不服があるときは、この 不許可 を受けた自の翌日から起算して60日以内に、館属保険料及び厚生年金保険料にカ功、るものは社会保
険審査会(東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省内}に対して審査請求を、児童手当拠出金にかかるものは厚生労働省(東京都千代田区霞が関1-2-2)に対し
て異議申立てをすることができます。
なお、この 不許可の取捕の訴えは、審査請求の裁決又は異議申立てに対する決定(以下f裁決等」という。)を経た控でないと、提起できませんが、審査請求又は具

議申立てがあった旨から3か月を経過しても裁決等がないときや、 不許可の執行刊号による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるとき

しは、、原裁則決と等しをて経、裁な決くて等もの提日起かでらき1ま年すを。経こ過のす訴るえとは訴、え裁を決提等起ので送き遣ませを受ん.けた日の翌日から起算して6方、月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。ただ



猶予様式第4号

納付の猶予整理簿
事業所名 猶予対象期間 猶予始期 描予血清年月日

受付年月日 記号番号 自年月分 猶予金額 本部への送付目 審査結果 猶予縮問 通知書発送日 オンラインλ力目 備考
住所 至年月分 猶予終期 官理状尭行日

自 年月分 年 月 日 許可 1年

円 年 月 日 年 月 日 年 月 日

至 年月分 年 月 日 不許可 月

自 年月分 年 月 目 許可 1 年

円 年 月 目 年 月 目 年 月 日

至 年月分 年 月 日 不許可 月

自 年月分 年 月 日 許可 1 年

円 年 月 日 年 月 日 年 月 日

至 年月分 年 月 日 不許可 月

， 
自 年月分 年 月 日 許可 1 年

円 年 月 日 年 月 日 年 月 日

至 年月分 年 月 日 不許可 月

自 年月分 年 月 日 許可 1 年

円 年 月 日 年 月 日 年 月 日

至 年月分 年 月 日 不許可 月

自 年月分 年 月 日 許可 1 年

円 年 月 日 年 月 日 年 月 日

至 年月分 年 月 日 不許苛 月

自 年月分 年 月 日 許可 1 年

円 年 月 日 年 月 目 年 月 日

至 年月分 年 月 日 不許可 月

自 年月分 年 月 日 許可 1 年

円 年 月 日 年 月 日 年 月 日

至 年月分 年 月 日 不許可 月



猶予様式第5号

担 イ呆 整 理 簿

担保の種類(

l!l 
受領年月日

所
当

長
者

設定年月日 納付義務者 担 保 の 種 類 備 考
印

印
解除年月日

猶予期限 年 月 日

----------岨幽---ーー司--明朝._---------

猶予期限 年 月 日

ーーー--------咽・・・・・・・・・・・・M・ーー--ーー

猶予期限 年 月 日

----・--・ー・--帽・---------------圃岨岨圃

猶予期限 年 月 日

ー・・・・・・・・圃圃・・ー・ー・・ーーーーー司司---------

猶予期限 年 月 日

._--------圃岨・ー-----------咽-------

※この整理簿は担保の種類ごとに作成することに留意する。



猶予様式第 6号

厚生労働大臣殿

担保徴収手続完了報告書

年金事務所発番号

平成 00年 00月00日

00年金事務所長

平成 00年 00月 00日で納付の猶予の申請のあった、納付義務者(事業所

名 )につきましては、下記のとおり担保の徴収が完了しま

したので報告します。

1.納付義務者

2. 提供担保~

記

※担保財産が不肋肢の場合はほ当協設定登記が完了した登記簿の写しを添付のこと。



猶予様式第7号

担 保 提 供 書

平成 年 月 日

厚生労働大臣 殿

担保提供者(納付義務者)

住所(所在)

氏名(名称) @ 

納付の猶予に係る厚生年金保険料等の担保として、下記物件を提供します。

年度 月分 納J~m艮 健康保険料
厚 生 年 金 児童手当

延滞金 滞納処分資 viU 考
保険料 拠出金

同 同 門 f1.Hltによる金制円 法仰による令制円

H H 

猶

=f' H 

(!j'， 

険 M 

事|
Fギヤセl' 

M H 

H " 

M H 

納付の猶予に係る上記保険料等の担保として、下記物件の提供を承諾します。

平成 年 月 日

担保物件の所有者

住所(所在)

氏名(名称) ⑪ 

担
保
物
件

※年金事務所記入欄

.fil保評(Ilfi領 万円

評価方法及び算出内訳

※担保財産が自動車の場合は、車検証の写しを添付すること。



猶予様式第B号

収入印紙

示内 付 保 証 書

平成 年 月 日

厚生労働大臣 殿

保証人 住所(所在)

氏名(名称)

⑮ 

保証人 住所(所在)

氏名(名称)

⑮ 

納付の猶予に係る下記納付者の厚生年金保険料等について、私が納付保証します。

納
住所(所在)

f寸
者

氏名(名称)

年度 月分 納期限 健康保険料
厚 生 年 金 児童手当

延滞金 滞納処分費 備 考保険料 拠 出 金
同 同 門 法律による金額円 法律による金額門

n H 

H H 

猶
M M 

予
保 M H 

険
料 M M 

等

M H 

H M 

H H 

H H 

※ 添付書類 保証人の印鑑証明書、所得証明書各1通



猶予様式第9号

厚生年金保険料等の納付の猶予取消通知書

平成 年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 ⑮ 

平成 年 月 日 付で納付の猶予を許可しました厚生年金保険料等については、下記のとおり

納付 の 猶 予を取り消しましたから直ちに納付してください。国税通則法第49条第3項の規定により通知します。

申
住所(所在)

会ロjl1 

者
氏名(名称)

年度 月分 納期JI根 他J;lt保 険 料
厚生 年金 児泣手当

延滞金 滞納処分~~ 似i 考
保険料 拠出金

品Vl 門 同 同 法11'による最前1円 法仰による{T.t!'j円

イ寸
の M H 

11~ 
予 M H 

取

保
H n 

I~ 
1，十 " 

H 

f、h雪，-

H M 

取

iì~ 
理
由

あなたがこの 且illl に不11日があるときは、この通知を呈けた自の翌日から起揮して60日以内に、阻臨時険料及び昭生年金保問料にかかるものは社会保険審

宣て異告議(東巾京立都て千を代す田る区間が閲1-2-21早生労耐官内)に対して帯宜U/.JRを、児血手当拠出金にかかるものは咋生労働省年金局(東京都千代田区慣がI瑚1-2-2)に.tJ¥..
ことができます。

t，才章、この の取消の師えは、官主制求の1&決又は県議'1'立てに対する決iE(以下ri&IJt押Jという。)を経た佳でないと、出起できませんが、 1軒先制.JR:Rは見続
申立てがあった日から3か月を経過しても級決等がないときや、 の執行司による汗しい1m占をj世けるため際急の必型があるとき、その他E望iな迎巾がb，るときは、
地主処悼を紐なくても提起できます。この訴えは、政IJと却のi止述を受けた自の迎日から，@昨して6か月以内に、 P1を被告{代炎5-はill市大臣)として拠躍でさ tす。ただし、即

型止して、凪決持の日から1'1ーを経過すると昨えを提起できません。



猶予様式第10号

厚生年金保険料等の納付の猶予期間短縮通知書

平成 年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 ⑩ 

平成 年 月 日付で納付の猶予を許可しました、厚生年金保険料等について、下記のとおり猶予!~III\Iを
短縮しましたから通知します。

ft 
住所(所在)

百ユti 

者
氏名(名称;)

当 初 短 縮 後

1曲

月 1m
=r， 

月 日から 年 月 日まで 月間 年 月 日カミら 年 月 日まで
!UI 
IllJ 

年 月 日 金制 年月日 金官¥'i 年月日 金古口 年月日 金額

斜i

十l

岡

合計 合計

担保

期間短縮の理由

あなたがこの に.'f'J胆があるときは、この を空け/こEの型日から起算して60日以内に、 MLJtj呆険料及び厚生年金保険料にかかるものは社会保険審
査会(車京都千代田区慢が附1-2-2厚生労働省内)に対して辞fiJ.'i;;Rを、児.m手当拠出企にカ哨3るものは原生労働省年金局(東京都千代田区簡が開1-2-2)に対
して異議中立てをすることができます。
なお、この のJIi<iJ1の訴えは、審査司'/;:止の1&1.た又は思議巾立てに対する決定(以下「民決司Jという。)を経た{去でないと、提起できませんが、普賢;UPRXは品

議申立てがあった日から3か月合経過しても拙決等がなし、ときや、 の執行時による3干しいIQ在をi世けるため緊急山必要があるとき、その他E当な~I!由がんるとき
は、 1&決咋を経なくても提起で古ます。この訴え!士、此決埠の送述を受けた目的盟日から起昨して帥2月以内に、 I自を被告(代究者はWrI5大臣)として拠起できます。たど
L、即日1)として、肱iJt特旧日から1年世経過す。と訴えを舵但 C古ませんa



猶予様式第11号

厚生年金保険料等の納付の猶予延長申請書

平成 年 月

厚生労働大臣 殿

国税通則法第46条第7項の規定により、下記のとおり納付の猶予期間の延長を申請します。

事業所の記号番号

住所(所在)

自白
者

氏名(名称) ⑪ 

電話番号

延 年度 月分 納期限 健康保険料
厚生年金 児 並 手 当

延 滞 金 滞納処分対 耐ii保険料 拠出金長
す

同

る
i呆
I~ 
和十
等

上記のうち納付の猶予を
受けようとする金額

、
延長する!~lflll 平成 年 月 日から平成

!~III\I延長を
受けようと
する理由

担保

年月日

納付計画

※年金事務所記入欄

整理簿登記年月日

通知書発出年月日

金額

円

円

円

円

平成年月日

平成 年 月 日

年月日

印

印

門 同 法tれによる金制円 法仰による令制円

H H 

H 

" 

年 月 日まで 月IIfI

金制 年月日 金額

円 円

円 円

円 円

円 円

平 成 年 月 日

制il考

日

考

備考

印



猶 予 様 式 第12号

厚生年金保険料等の納付の猶予期間延長許可通知書

平成 年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 @ 

平成 年 月 日付で納付の猶予!UIIIIJ延長の中諭のあった、厚生年金保険料等については、

下記のとおり許可しましたから、国税通則法第47条第1項の規定により通知します。

ft 住所(所在)

百ih~
者 氏名(名称)

4内 年度 納付期Jmx 健Jj!t保険料 厚生年金保険料 児iii手当拠出金 延滞金 滞納処分資

(.t |司 円 円 11，lItによる金制 11<1ltによる金制
ぴ〉

品曲

JUI 
IsJ 
延
長

(~， 
険
平ト
傾

延長WWIJ 平成 ff 月 日から 平 成 年 月 日まで 月 1111

担保

年月日 金額 年月日 金制 年月日 金額 制ii考
円 flJ 内

円 円 円

納付言I-mrr
円 円 円

11J 円 円

あなたがこの 区誕間盆カ に不服があるときは、この通知を畳けた日の盟日から岨算して60日以内に、他肱保険料止び厚生年金保i創刊にかかるものは社会保険審査
会ot[京都千代田 :関[-2-2厚生労働省内)に対して1fr笠UI;Rを、児t1i.手当拠出金にかかるものは厚生部働省年金局(班京都千代田区慣が開[-2-2)に対L
て異議巾立てをサることができま寸。
なお、この の取11M訴えは、審査制求の故決又は異議申立てに対する決定(以下「地決等Jという。)を経た挫でないと、提起で吉ませんが、審査制求又は異議申

立てがあった日から3か月を経過しても級決帯がないときや、 の執行特による苦しいt日苫を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な耳II由があるときは、
裁決等を経なくても提起できます。この訴えは、裁決士事の送遣を畳吋た田町翌日から起算して6か月以内に、国企被告((U，者は法務大臣)として提起できます。ただし、服
閉止して、抜決時の日から1年を経過すると訴えを提起できません.



猶予様式 第13号

厚生年金保険料等の納付の猶予期間延長不許可通知書

平成 年 月 日

住所

氏名

厚生労働大臣 ⑮ 

平成 年 月 日せ付んで。納国付税の通猶則予法期第限4延7条長ZのH2巾摂訪りの盟あ産っ主た主、厚生年金保険料等については、
下記の理由により 許可できま り通知します

申 住所(所在)

者 氏名(名称)

~"'l 
年度 納付JUI限 他1;li保険料 厚生年金保険料 児主手当拠出金 延 滞 金 滞納処分貨

付
の

円 円 円 法fltによる金制 j~í/tによる金問
1曲
予
j問

1m 
延

長
申

UI 
i早
険

字ト
1iI1 

不許 可 理 由

あなたがこの 都王千註代互田 に不服があるとさは、この 泊知 を畳けた日の翌日から起算して60日山内に、回収保眼科及び昭生年金保険料にかかるものは社会
保険審査会(官l京 区慣が間1-2-2厚生労働古内)に対して容宜甜求を、児軍手当得出金にかかるものは厚生労働省年金局(東京都千代田1mが問1-2-2)
1:対してN眠中立てをすることができます.
なお、この の取消の訴えは、審査開求の政快又は.1'4:権問立てに対する決定(以下rI&;決努jという.)合担た伎でないと、鈴起できませんが、宿先制求又は路線

申立てがあった日から3か月を世過しでも続決等がないときや、 の執行等によるを子しい1ft'"を避けるため概忽の必唆があるとき、その他正当な理由がb，るときは、続
決持を睦なくても鑓忽できます.この能えは、続日等の珪速を畳けた日の盟日から坦務して6か月以内iこ.国を被告(代表者i立法符大臣)として健在できます.ただし、原則と
して、後民匂の日から1年を経過すると訴えを後起てきません.



猶予様式第14号

納付通知書

保 証 人 平成 年 月 日

住 所

氏名

歳入徴収官 ⑪ 

あなたは、保証人として下記滞納者の厚生年金保険料等を納付しなければならないこととなりましたので

納付の期限までに納付してください

住所 (所在)

利t
者ー

氏名(名称)

年皮 月分 納期限 健 康保 険料
厚生年金 児泣手当

延滞金 滞納処分持 備 つ考
保険料 拠 出 金

同 同 同 法11'による金利阿 Wlltによる金制川

M H 

討f
納

H H 

釘=
険 H n 

料

等 M H 

H H 

M H 

上記滞納者 の 滞 納 保 険 料 等 の う ち あ なたが納付すべき金額 円

納付の期限 平成 年 月 日

納 付場所
日本銀行木府、支居、代理底、歳入代即応(全国の銀行、信用金Jillの本底 又 は

支 I占、郵便局)、年金事務所

制5
考

あなたがこの 4tF 知 に不服があるときは、この 告知 を呈けた日の沼目から担算して60日以内に、岡山保険料及び町生年金保陥料にかかるものは社会保険
審査会{車京都千代田区慣が開1-2-2昭生労働古内)に対して帝:í'ëUI!kを、児配f. ~í拠出金にかかるもU)は即生肯働行年金局{車京都千代田区慣がl悶 1-2-2) に対
して異議中立てをすることができます。
なお、この i田知 白血抽出訴えは、帝王!ë;m*の抜伏文は県議 rp立てに対するrJ!:~と(以下「故快符j という. )を紐た挫でないと、提起でき主せんが、官宜UI!kx!:t民

議rp立てがあった日から3か月を経過しても位決等がなb吐きや、 j田知 の執行符による帯しいII!古を避けるため緊急の必盟があるとき、その他正当な理由があると
古は、 1&1た埠を絡なくても提起できます。この酔えは、地fJt時的i1i遣を丑けた日の盟円から起草して6か月以内に、国を被告(代古百はiJ;同大Ilりとして促起できます。ただ
し、原則とし亡、 t&fh~'j'iの日から1年を経過すると訴えを提担でき主せん。



猶予様式第15号

保証人に関する通知書

平成 年 月 日

納付義務者

住所

氏名 様

歳入徴収官 ⑫ 

下記の保証人に対し、次のとおり納付させることとしたので、この旨を通知します。

{呆
住所(所在)

;正
人

氏名(名称)

年度 月分 納!~II恨 健康保険料 厚‘保生険年料金
児 fit手当

延 7m金 滞納処分狩 制i 与
拠出金

円 阿 円 Wiltによる{T:Kn円 rbjltによる金制円

H M 

m:: 
4山 " M 

1i1i H M 

H 
雪、作.， 

H H 

H H 

" H 

上記滞納者の滞納保険料等のうち保証人が納付すべき金制 円

納付のWI限 平成 年 月 日

納付通知を発付する日 平成 年 月 日

備考



猶予後式第四号

‘' 

納 イ寸 イ崖 主ヒ
重医弓主口

平成 年 月 日

保証人

住所

氏名

歳入徴収官 ⑮ 

あなたに納付通知した に係る厚生年金保険料等が下記のとおりi!?納となってb、ます。

問tlの納付s';:で、日本銀行(本庖、文庖、代理府若しくは歳入代理府)、郵便局又は年金事務所にて、至急納付してください。

住 所(所在)

討if
納

者ー

氏名(名称)

上記滞納者に係る としてあなたが納付すべき
円

滞納保険料等の金納

支 払 J明 |浪 平成 年 月 日

あなたがこの 宜血 に不限があるときは、この 通知 を畳けた日の説日から起障して60日以内に、間山県侠料及び厚生年金保l政叫にかかるものは担金保
I炭帯査会Of(京都千代田目前が問1-2-2厚生労働行内)に対して審査UpRを、児由手当拠出金にかかるものは厚生労働官年金同(110;(師千代同区間がl捌1-2-2)
に対して民議申立てをすることができます.
なお、この 通知 町Il'l i目的訴えは、審査UP比の抽出又は属議 11'立てに対する決定(以下II&Vと等Jという。)企筏たi査でないと、出，~でき主せんが、帯宜UJ求又は見

議巾立てがあった日から3か月を経過しても地決等がないときや、 通知 の執行等による告しい損在を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由がある
ときは、 1&1 と等を経なくても提起できます。この訴えは、依j~. 専の選出を受けた日の翌日から起草して6か月以内に、国企被告(f~}，背はit.萌大臣}として慌起できますロた
だし、原則として、政決等の日から1年を経過すると訴えを提起できません.



別添

納付能力調査実施要領

納付能力調査は、原則として、納付義務者からその納付すべき保険料等について、納付の猶予

の申請があった場合における、その者の現在及び将来における保険料等の納付の能力又は納付

の猶予後における資金繰りの実績等を調査し、納付の猶予の申請に係る期間中における分割納

付金額又は納付の猶予継続の適否等を判定するために行うものである。

1.通則

(1)調査の区分

納付能力調査は、その巨的によって現在納付能力調査、見込納付能力調査及び事後調査

に区分する。

(2)調査日

納付の猶予の申請があった場合における調査日は、その申請に係る猶予期間の始期の前

日とする。この場合において、調査日現在における状況の調査が困難であるときは、適宜その

調査日現在の状況を推定するものとする。

(3)調査にあたっての留意事項

納付能力調査にあたっては、納付義務者の帳簿、メモ、聞き取り及び決算書等を参考とし、

現在の資金状況及び今後の収入、支出の見込みをできるだけ正確に把握する。

なお、納付義務者から事情を聴取する場合又は分割納付金額等について納付義務者と協

議する場合等においては、その説明、主張等をうのみにすることのないよう注意する。

この場合において、預金又は借入金の返済予定の金額等につき、帳簿書類からみた過去

の実績と納付義務者の申し出との間に著しい差があるような場合には、必要に応じて取引銀

行等における所要事項が確認できる書類の提出を求めるものとする。

2.現在納付能力調査

現在納付能力調査は、調査日において納付の猶予の申請等に係る保険料等をいくら納付で

きるか、納付困難な金額がいくらであるかを判定するための調査であって、納付義務者の現金、

当座預金等直ちに保険料等に充てることができる資金と、当面の事業の継続等の維持に、真に

必要と認められるつなぎ資金とを調査し、両者を勘案して現在納付可能資金を把握するものであ

る。

なお、この調査を行う場合には、現在納付能力調査表(調査様式第1号)を用いるものとする。

(1)当座資金

当座資金は、調査日現在における手持現金、当座預金その他の引出し可能の預貯金等直ち

に支払いに充てることのできる資金の合計額とする。

(注)当座借越契約がある場合には、限度額までの借入可能額を当座資金に算入する。



別添

(2)つなぎ、資金

つなぎ、資金は、調査日後比較的短期間(概ね1ヶ月以内とする。)において、資金の最も窮屈

になる日のために留保を必要とする資金を日を追って計算するものであるが、便宜次の方法に

よって計算しでも差し支えない。

調査日から、概ね1ヶ月以内において資金繰りが最も窮屈になると見込まれる日までの期間

における総資金の収支を見込み、総支出見込金額から総収入見込金額を差し引いた額を基礎

として推定する(総収入見込金額が総支出見込金額を越える場合には、つなぎ資金は不要とな

る。)。

この場合において、事業等を維持するうえで真に必要と認められない株式、公社債その他の

有価証券等で換価可能なものについては、これを換価する等積極的に資金の調達を図るよう

促すこととし、また、支出見込金額のうちに事業等の現況維持のために真に必要とするもの以外

の支出見込金額があるときは、つなぎ資金の計算上これを否認することとする。

なお、商品の回転期間が長期にわたること、事業維持に不可欠な資産の買換えに資金の積

立てを要すること、あるいは支出が超過するため資金収支に組簡を来たす時期があると見込ま

れること等により、つなぎ資金計算の基礎とした期間後のために資金手当てを考慮しておかな

ければ、事業の継続が維持できなくなると認められる場合等においては、必要最少限度の範囲

内の所要資金を推定して当座資金から留保し、つなぎ、資金に含めることとして差し支えない。

(3)現在納付可能金額

現在納付可能金額は、当座資金からつなぎ資金を差し引いた金額とする。調査の結果、現在

納付可能金額がある場合には、その金額を直ちに納付するよう促すものとする。

3.見込納付能力調査

見込納付能力調査は、納付の猶予の申請等に係る猶予期間及び当該期間内における各月

の納付予定額等が妥当なものであるかどうかを判定するための調査であって、納付義務者の経

理能力、記帳状況等に応じて選択した方法により、調査日後の資金収支を見込み、納付の猶予

の申請に係る保険料等の完納に要すると見込まれる期間及びその期間内における各月の納付

可能資金額等を把握するものである。

(1)共通事項

①調査方法の選択等

調査方法は、略式調査及び最近の販売実績等を基とする調査のいずれかの方法によるも

のとする。

この調査にあたって使用する見込納付能力調査表(調査様式第2号)は、見込納付能力調

査の標準的なものとして定めたものであるから、実際に調査を行う場合には、これらを標準とし、

納付義務者の経理、記帳状況、事業等の規模、形態又は納付すべき保険料等の多寡等に

応じて、項目等を補正して効率的に行うものとする。

なお、納付義務者から短期間(概ね3ヶ月程度とする。)に完納する申出等があった場合に

おいて、納付に対する誠意、資力の状況及び保険料等の金額の多寡等を総合勘案し、その
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申出等によっても徴収上弊害がないと認められるときは、見込納付能力調査を省略して差し

支えない。

なお、見込納付能力調査を省略した場合には、申請書に省略した旨を理由を付して記載

すること。

②支出見込金額等の調整

見込納付能力調査においては、保険料等の早期完納と納付義務者の事業等の維持、発

展の要請との調整が特に重要であるが、これについては、次により処理するものとする。

納付の猶予の申請に係る保険料等及び将来発生する見込みの保険料等を納付するため、

不要不急資産がある場合は、その売却を勧奨し、また保険料等の納付以外の支出は、必要

最少限度にとどめさせるとともに、経費の節約等により極力納付可能資金を捻出させるものと

する。このため、見込納付能力調査における納付可能資金の計算にあたって、不要不急資

産の売却が予定されている場合には、その金額を収入見込金額に加えることとするが、次に

例示するような事業等の拡張及び保険料等の納付以外の利益処分等に係る支出金額は、原

則として、支出見込金額に含めないものとして取り扱う。

ア.不要不急資産の取得のための支出

イ.事業等の拡張に向けられる支出。ただし、今後納付能力を増加させ、結果的に早期完

納となり、保険料等の徴収上有利であると認められる場合に限り、最少限度の支出を認

めても差支えない。

ウ.役員の報酬、賞与及び退職給与等のうち法人税法上損金に算入されない額の支出

エ.利益配当のための支出。ただし、同族会社以外の会社については、やむを得ないと認

められる特別な事情があり、かっ、保険料等の徴収上有利になると、確実に見込まれる

場合に限り、同種同規模の会社と同程度の配当を認めても差し支えない。

オ.交際費、寄付金、その他の経費のうち、事業等に必要な範囲を超えると認められる支出

カ.事業等の維持のため、不可欠と認められない債務の弁済

キ.納付義務者の実情からみて、必要と認められる範囲を超える生活費の支出

(個人事業所に限る。)

(2)調査方法

調査については、後記②販売実績等を基とする調査を基本とするが、納付義務者が帳簿等

を整理していない場合には、①の略式調査によっても差し支えない。

①略式調査

略式調査は、過去の売上高等を参考に納付義務者からの聞き取りを中心として、次に掲げ

るような方法により納付可能資金額を推定する。この調査による場合には、納付可能資金額

の推定の計算式を任意の様式に記載すること。

ア 11ヶ月の予想売上高×売上利益率+特別収入一事業費等必要な支出Jの算式により求

めた金額に所要の調整を加える。

イ.1前年又は前期の月平均所得額×所得伸び率+特別収入ー事業費等必要な支出Jの算式
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より求めた金額に所要の調整を加える。

注 所要の調整については、上記の算式によって求めた金額に対して、納付義務者が

特別の理由(例えば季節により売上に著しく変動がある場合等)により、その金額により

難い旨を申出たとき以外は調整を加えないこととして差支えない。
， 

②販売実績等を基とする調査

納付義務者が帳簿等を整理しており、最近における売上、仕入及び営業費等を把握するこ

とができる場合には、その実績を基本とし、次の調整を行い、調査期間及び調査期間内の各

月の支払いに充て得る資金の額を推定する。なお、この調査を行う場合には、見込納付能力

調査表(調査様式2号)を用いるものとする。

ア.I差引損益Jの額の計算において、臨時的な収益又は費用の金額が含まれている場合

には、これらを除外して経常的な所得金額を把握する。

イ.調査期間中において、売掛債権及び買掛債務等の増減が見込まれる場合には、この増

減額について資金収支計算上の調整を行い、調査期間及び調査期間内の各月の支払い

に充てうる資金の額を推定する。

なお、季節的に資金繰りに著しい変動がある場合には、従前の資金収支の実績等を基に

納付義務者と協議の上、その事情を加味した調整を行い、各月の支払いに充て得る資金の

額を推定するよう留意する。

③納付可能資金額の計算

前記①又は②の調査により計算した資金の額(資金繰表を用いた場合は、それによって求

めた資金の額)を基にして、各月の納付可能資金額を計算する。

具体的な猶予期間及び猶予期間中における各月の納付予定金額等については、上記の

調査結果を基として、納付義務者と十分協議したうえで定めるものとする。

4.事後調査

事後調査は、納付の猶予をした者について、必要があると認められる場合に、その後の資力

の状況等から納付の猶予の猶予継続等の適否を判定するために行うもので、、見込納付能力調

査において推定した資金と実際の資金とを比較検討し、必要に応じ財産の異動状況も調査す

る。

(注)必要があると認められる場合とは、猶予期間中に新たに発生した保険料等が納期限ま

でに納付されない場合等をし、うものとする。



調査様式第1号

現在納付能力調査表

調 査 日 年 月 日 井.::;-.主 考

調 査 項 目 金 額 項 目 内 ~ 
① 保 険 料 額 金融機関 種類 金 額 満期日・担保の状況

② 現 金 預言
出 -ーーーーーーーーーーーーー----帽 ---ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー圃岡田輔 -幽---ーーーーーーーーーーーー圃圃H 司刷H 司同国H ・ーーーーーーーーーーーーー・開岬"帽

当 金 融 機 関 1重 類 し
③ 不 ._-圃圃圃圃圃ーーーーーーーーーー回 帽再開"ー-困圃ーーー ーーーーーーーーーーーー司開帽 --園田ー圃固ーーーーーーーーー司田桐骨骨同咽ーーーーーーーーーーーーーーーーー骨司骨柄薗圃

座
預 貯可

貯
---圃・園ーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃園田町ーー--帽叫帽輔副圃圃圃ーーーーーーーーーーーーー ーーーーー耳慣ーーー・・田骨骨帽---圃ー-ーーーー 能 蝿祖国・回国ーーーーーーーーーーーー 司園田骨骨・ H 圃帽回同 ーーーーーーーーーーーーーーー 嶋田帽帽輔副圃圃国ーーーーーーーーーーーーーー四回司開園田園圃圃国園ーーーーーーーーー園田時

の
金 -ーーーーーーーーーーーーーーー-------匂.-圃圃--ーー・・回圃ーーーーー------ーー咽・骨曙胃 --帽国圃回国圃圃ーーーーーーーーーーーーーー回開 も -ーーーーーー------・圃ー圃圃圃 ーーーーーーーーーーー -ーー胃開問帽冒.圃圃ーー.ー ーーーーーー四四四ー圃圃圃圃困圃圃---ーーーーーーー・司咽骨開園町ーー圃幽圃ーーーーーーー

資 { 金の
ヨl -ーーーーーーーーーーーーーーーーー-------曙時四四回----圃ーーーーーー-ーーーーーーーーー-----同国ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーー----同 -ーーーーーーーーーー -ーーーーー-.・ーー--同---ーーーーーーーーーーーーーー------圃冒ー圃ーーーーーーーーーーーー・周司開柑同国同ー

金 出 -ーーーーーーーーーーーーーーー園田園園帽同岬ーー静岡--輔回目園田園国ーーーーー----ーーーーーーーーー ー・田植同町-----胃圃ーーーーーーーーーーーー
し

借入可能
相手方 摘 要 金 額

可
-ーーーーーーーーーー---------ー国幅圃ーー--ーーーー・回ーーーーーー----ーーーーーー---師団帽ーー'ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・

の
前E -ーーー"・司園開帽輔副国同四ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーー・開咽-----ーーー圃ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 借 -ーーーーーーーーーーーーー--圃--四ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーー園田園------ーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーー司・司同帽回同ー回国・ーーーーーーーーーー

言十
な ーーーーーー陣----同国同園圃園田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー._-・ーーー司ーー胴圃骨 圃園田・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーー田園圃ー---・.-制圃圃圃ーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司園周帽・ーーーー.a・ーーーーーーーーーーーーーーーーー・司・・田e時四帽帽ー圃岨ーーーーー
も
の のもの -ーーー園田ー司---眉--帽圃回国国回国ーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーー----圃阿国圃H 圃ー圃ーー ._----ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー"ーー・・--ーー

算 計

④ 当 座 資 金 計 ②+③ 
入 借入中

相手方 担保 金 額 返済見込年月日等

つ 総支出見込金額 総収入見込額 つなぎ資金の説明

な -ーーーーーー--歯周回-----・・ーーーーーーー ーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーー園田ーー，ーーーー -ーー・a圃圃圃圃園ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ぎ ーーーーーーーーー層圏圃同司開岨-ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーー開園司骨骨岨同国ー 'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーー司園田----------晶画--・ーーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーーー・M 圃ーーーー圃--同ー輔-----ーーーーーーー
資 ー・田ーーー-------同国個恒国国圃ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー-----ー開 ._-輔--桝ーー・周回園田 -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---帽司--帽開帽帽同 ..噌----ーー.ーーーーーーーーーーーー._-----ーー再開刷用ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・1

金
金ーーーーーーーーーーー骨司・ーー岨幽岨園田ーーーーーーーーー ーーーーーーーーー回・ーーーーー-ーーーーー--・静岡同司H ._--圃回ー圃ーーーーーーーーーーーーーーーーー 'ーーーーーーーーーー田-圃帽回明帽帽骨-------ーーーーー

( 

ーーーーーーーーーーーーーーー.-ー・--圃-----静岡帽 ーーーーーーーーーー田園ーーーー-ーーーーーーーーーーーー のもの ._--圃・ーーーー圃ーー・輔"ーー帽田園田園ーー ーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーー圃・・喝岨圃園同』帽
自至

ー.場開胴圃・・・園田園ーーーーー-ーーーーーーーーーーーーー 圃圃居世田---帽刷胴同圃幅四圃'ーーーーーーーーーーーー
金融機関 担保 割引のわく 現在割引額 差引割引可能額

ーーーーーーーーーーーーーーーー-ーー----同-----------ーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーー
年 年 受取手形

ーーーーーーーーーーーーーーーー-ーー園田ー----】---ー岡田園帽胃『四ーー再開・ーーーー-ーーーーーーーーーーーー
手形割引

ーーーーー-------圃 ---世】-----ー-_.-胃・ーーーーーーーーー.ーーーーーー・ーーー・ーーーー・圃圃同圃回』ーー--軒目帽・・・ーー"・ーーー圃
保有高

ーーーーーーーーーーーーーーーー-ーー園田--圃M 同時---局国帽--園田帽圃・4・・ーーーー-ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー -ーーー圃---世相』四--ー帽町四ーー帽園田ーー ーー園田ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー，由輔副『咽同『蝿M 輔・4ー--

ー，咽骨骨輔同園岨--ー圃・・ー.-ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー・回・ーーーーー-ーーーーー司帽司----
月月 自十

ーーーーーーーーーーーーーーーー-ーー町田ーー司ーー園田園・ 園田ーーー圃睡岨岬--増刷帽司同唱ー田園園田ーーーーーーー
資金ねん出の内容 金 額

----軍圃・・・・ーー・・---ーー-ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー・回ーーーーーー-ーーーーー・・，開閉'ーー圃
その他ー聞'園田町骨帽開------園田ーーー園田ーーーーーーーーー -ーーーーーーー・回・ーーーーー-ーー四国ーー圃ー咽岨.-圃

日日
ーーーーーーーーーーーーーーーー---四四，開圃両国H 圃圃H -ー帽圃園田園回国国・ーーーーー------ーーーーーーー

) (@及び①!こ苅する所長且見)
ーーーーー・・ーー・・ーー岡田骨--ー帽圃回国ーーーーー・回国国 ーーーーーーーーー回・ーーーーー-ーーーーーーーーーーーー炉差引つなぎ資金(AーBの 所

計
A 計 B 計

長
算 意
⑥ 現在納付可能資金額 ④⑤  円 見 00年金事務所長 0000  印
⑦納付困難な保険料額 ①ー⑤ 円



調査様式第 1号現在納付能力調査表の記載要領等

1 この現在納付能力調査表は、納付義務者から納付の猶予の申請等があった場合に、

調査日において保険料等をいくら納付できるか及び納付困難な保険料額がいくらある

かを判定するために作成する。

2 各欄は、次により記載する。

(1) r調査日J欄

原則として、申誇に係る猶予期間の始期の前日を記載する。

(2) r①保険料額」欄

調査日現在における納付の猶予の申請等に係る保険料額等を記載する。

( 3) r②現金」欄

現金のほか、保険料等の納付に使用することができる有価証券も含めて記載する。

(4) r③預貯金(引出可能なものJ欄

直ちに引出可能な預貯金がある場合に、その預け先金融機関、預金種類及び金額

を記載する。

なお、当座借越契約がある場合においては、借越見込額を含めて記載する。

(注)拘束性の預貯金はこの欄に含めない。

( 5) rつなぎ資金の計算」欄

①つなぎ資金の計算期間の始期は調査日とし、その終期は調査日後おおむね lヶ

月以内において資金のもっとも窮屈になると見込まれる日とする。

②「総支出見込金額」欄及び「総収入見込金額」欄については、つなぎ資金の計

算期間内における支出見込金額及び収入見込金額を日を追って記載する。

なお、適宜、つなぎ資金計算期間内における収支見込を勘定科目別に記載す

ることとしても差し支えない。

③つなぎ資金計算の基礎とした期間後のために、留保すべき資金が必要と認めら

れるときは、「総支出見込金額」欄にその旨を付記して記載する。

(6) r参考」欄

①「預貯金(引出不可能なもの)J欄

預貯金のうち「当座資金の計算J欄に記載しなかったものについて、預け先金

融機関、預金種類、金額、満期日及び担保にされているかどうか等を記載する。

②「借入金J欄

借入可能なものについては、相手方、借入札の予定時期、提供見込の担保、そ

の他参考事項及び金額を記載し、借入中のものについては相手方、担保の状況、

借入残高、返済方法(一括払いか分割払いか等)及び弁済期(分割払いのときは



最終分割払金額)等を記載する。

③「手形割引J欄

金融機関の手形割引の枠、現在の割引額及び割引可能の期日が到来している

受取手形の有無等から割引可能額を調査して、その金額を記載する。

(注)滞納者の手持ちの手形等については、以後の滞納整理の参考とするため「受

取手形保有額J欄に記載しておく。

④その他

事業等の維持上真に必要と認められない株式、公社債その他の有価証券等で直

ちに換価可能なもの、又は支払期日のすでに到来している受取手形、売掛債権、

貸付金(特に支払能力のある役員、これらの家族及び得意先に対するもの)等で、

支払請求をすれば直ちに入金可能なものを記載する。

旬 2-



調査線式第2号

【週常}

見込納付能力調査表(最近の販売実績等を基とする調査用)

調 査 日 年 月 日 潤査期 R 年 月 日~ 年 月 日

販 勘定科目 周回目月日 周回目月 E R 日』月日

売
季節的に販売高等の変動の著しい場合の季節別
(月別)支払可能金額の計算

金 ① 
収 柏町ltrJJt開 支払可陸自倉 ""及rJlt1r 支払司舵貴金

額 益
月 月
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定 用 ト

し

ト一一一
た

支
③差引損益(①ー②)

払 ④臨時的収益
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古E
昏綬常銅益(<l)ー⑨+噛}
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の '"基準附問中の買IJI倒樋のi目減
l目末

E十 ⑩差引支払可能資金(⑦士⑧士⑨)
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区 分 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 備考

⑫ 支払可能資金
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生活費

捌自在矧 8十
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年金事務所記入欄

判定欄
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調査様式第2号 見込納付能力調査表(最近の販売実績等を基とする調査用)の

記載要領等

1 この見込納付能力調査表(最近の販売実績等を基とする調査用)は、帳簿等が整

備され、最近の販売実績等が把握できる場合において、その実績を基とし各月の納

付可能資金額を計算する場合に作成する。

2 各欄は、次により記載する。

(1) r調査日J欄

原則としで、申請に係る猶予期間の始期の前日を記載する。

( 2) r調査期間」欄

原則として、申請等に係る猶予期間を記載する。

なお、販売実績等から支払可能資金を推定するための基準となるべき期間(以下「基

準期間Jという。)は、原則として、調査日直前の 3ヶ月とするが、決算状況等に

応じ、適宜、調査の容易な期間によって差し支えない。

(3) r①収益、②費用」欄

基準期間内における各月毎の収益、費用を勘定科目別に求めて記載する。この場

合の収益、費用には、例えば貸倒引当金戻入金、減価償却費のように資金の収支を

伴わないものを除いて記載し、また、所得計算上損金又は必要経費に算入される事

業税、固定資産税等の地方税については「⑬地方税」繍に計上するときは、この欄

に記載しない。

(4) r③差引損益」欄

①ー②の金額を記載する。

(注)この欄にし、う損益は、基準期間中の実績のみについての損益であり、財

務諸表上の損益とは必ずしも一致しないことに留意する。

( 5) r④臨時的な収益J欄

法人の場合には、私財提供益、債務免除益等を記載し個人の場合には、退職所得

山林所得、一時所得又は雑所得等を記載する。

( 6) r⑤臨時的な費用」欄

法人の場合には、災害損失金等を記載し、個人の場合には、必要経費に算入した

資産損失(所得税法第 51条参照)等を記載する。

また、経常的な費用のうち、費用として認めることが適当でないものがあると

き(納付能力調査実施要領3の(1)の②参照)は、その金額もこの欄に含める

こととする。

( 7) r③基準期間中の売掛債権の増減」欄及び「基準査期間中の買掛債務の増減」欄

基準期間の期首と期末における売掛債権及び買掛債務の増減差額をそれぞれ



回転率等から残高見込の計算をして差支えない。

また、この方法により計算した場合には、「指数の説明及びその他参考事項J欄

に計算式を記載すること。

なお、期間期首の金額と期末の金額との聞に、大差がないと認められるときは、

この欄の記載を省略しでも差し支えない。

ア.期末における売掛債権

当期売上見込額(仕入見込額)

ー一
2×

 

「
j
J

権
毎
日
4

、、B
J
J

蹴
鞠

一
切
削

駒
頃

期前

+
 

権主
貝掛

務
売
債

首
掛

期
間
貝

期

(

4

則f
O
L
 

×
 前期売上高(仕入高)

イ.期末における買掛債権

前期期末売掛債権(買掛債務) x 売上伸び率(住入伸び率)

(注)売上伸び率は、調査目前の一定期間における販売額の対比により求め

たものを利用する。なお、帳簿等からの計算が困難であるときは、納付

義務者からの聴き取り等により、おおむね妥当と認められる増減率によ

って差し支えない

( 8) I⑮差引支払可能資金」側

③基準期間中における売掛債権等の増減額の加算、減算は次による。

イ 資産科目の増加額は減算し、減少額は加算する。

ロ 負債科目の増加額は加算し、減少額は減算する。

( 9 ) I季節的に販売高等の変動の著しい場合の季節別(月別)支払可能資金額の

計算」欄

季節的に販売高等の変動が著しい業種については、季節別の資金繰りの状況

に応じて履行しやすい納付計画を立てるため、業態の特徴、売上及び仕入の季

節的なすう勢を参考として、次により月見IJの資金指数に応じた各月の支払可能

資金を算出して記載する。

月平均支払可能資金 × 
その月の指数

月平均指数

(注) 1 各月の月別資金指数は、普通の月を 100とした場合のそれぞれの指

数とする。

2 月別資金指数をどのように定めるかによって、納付計画が大きく左

右され、ひいては不履行の原因ともなるので、過去の資金状況等を参

考として、正確性を図るほか、特に弊害がない限り、納付義務者の申出

に近い指数により支払可能資金額を求めて確実に履行させることを考慮

する。
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なお、現金取引又は月末現金決済を行う業態等以外の業態にあって

は、販売等とそれに伴う資金の取得には、時間的に相当のずれが生ず

るから、月別資金指数の算定に当っては十分に注意する。

3 計算例

普通の月( 4、5、10、11月)

良左手の月 ( 12、l、2、3月)

不良の月( 6、7、8、9月)

「⑫月平均支払可能資金J

月平均指数

100 x 4 + 150 x 4 + 50 x 4 
12 

各月支払可能資金

普通の月 500千円
100 

× 
100 

良好の月 500千円
150 

× 
100 

不良の月 500千円
50 

× 
100 

( 1 0) r⑫支払可能資金」欄

月別資金指数

100 

150 

50 

500千円

100 

500千円

750千円

250千円

⑪の月平均支払可能資金(季節的に販売高等の変動がある場合で調整したときは、

調整後の金額)の金額を記載する。

(11) r⑬生計費」欄(※個人事業所に限る)

生計賀'の額は、納付義務者及び納付義務者と生計をーにする者の数、一般的生計

費の額を参考に妥当と認められる金額を記載する。

なお、生計費は、特別な司王怖がある場合にこれを考慮して調整すべき金額

を加算又は減算した金額とする。

上記の特別の事情とは、納付義務者又は納付義務者と生計をーにする者の中

に、老年者、身体障害者、長期間の病人等があって、通常以上の生計費等が必

要と認められる場合をし、う。

また、冠婚葬祭等のため、あらかじめその支出について積立てている場合

においては、妥当と認められる範囲で生計費に含めて差支えない。

(1 2) r⑬臨時収入J欄

例えば、譲渡所得、山林所得等の臨時収入、不要不急資産の売却による収入、

借入金、貸付金の回収による受入れ又は役員からの私財提供等が見込まれる金

額を記載する。この場合において、不要不急資産等の売却、借入金又は役員若
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しくは親族等からの贈与等が見込まれる時は、実現可能性について納付義務者と

十分協議することに留意する。

なお、これらの明細は、「指数の説明及びその他参考事項」欄又は別紙に記載

する。

( 1 3) I⑬臨時支出」欄

例えば、災害の復旧費、盗難等のため代替品の購入費、医療費等のうち、や

むを得ない支出、事業維持のためのやむを得ない新型機械の買入れのための支

出、従業員確保のためやむを得ない福利厚生費の支出又は債務の弁済(事業維

持のためやむを得ないものに限る。)等が見込まれる金額を記載する。

なお、上記の費用等を借入金でまかなうこととしているときは、(12)の収入と

の間で所要の調整を行うことに留意する。

( 1 4) I⑪不足資金引当金」欄

「⑬差号IJ欄の金額が月によって赤字となることがあるが、その赤字が相当

大きく不足資金を補てんするため引当金を考慮する必要がある場合には、その

引当てすべき金額を記載する。

この引当金は、その赤字の月の直前の月の「⑬差引」欄の金額から引当てて、

なお不足するときは、順次その前の月にさかのぼって引当てることとする(現

在納付能力調査で一定のつなぎ資金を控除することによりその金額が留保され

ているが、事業運営のための資金繰りを考I位して今後もこれは計算外において

留保を続け、不足資金は上記により引当てることとして取扱う。)。

なお、ある月の「⑬差引J欄の金額が赤字となる場合には、その月の前後の

収支見込みを再検討して、借入金その他で調整の可能性の有無をの納付義務者と

協議し、また、それらの調整を行ってもなお引当金が必要な場合においてこの納

付計画の最初の月までさかのぼって引当てても不足する場合(納付能力調査実施

要領 2 (2) <<つなぎ資金)))のなお書により留保した資金があるときは、その資

金を引当てでもなお不足する場合)には、納付義務者の了承を受けて、そこで計

算を打ち切ることとする(すなわち、赤字を生ずる月の翌月以後の納付能力に影

響させないこととし、特にその打切額が大きい場合には、収支見込み自体が無理

であるから再検討の上、所要の調整を行う。)

(I 5) I⑬国税、地方税、⑬社会保険料j 柳|

原則として、将来発生見込みの国税等を記載するが、滞納中の国税・地方税等で、

納付計画の定まっているものも含めて記載して差支えない。

なお、国税、地方税については、正確にその税額を把握するため、できるだけ

納税通知書:等によって確認するものとする。

四 4



(1 6) I⑫納付予定額」欄

納付義務者から提出された納付見込額と「⑫納付可能資金」欄の金額を基として、

納税者と協議した上、おおむね上記金額に近い額で具体的納付可能資金額を定

め、その金額を記載する。

ー5崎
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